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(57)【要約】
【課題】合焦位置検出装置（１００）において、大気の
揺らぎが発生している状況でも正確に合焦位置を見つけ
る。
【解決手段】合焦位置検出装置（１００）が、フォーカ
スレンズを光軸方向に沿ってサーチ範囲内で移動させな
がら設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得ら
れた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算
出するコントラスト評価値算出手段（４３）と、複数回
の撮像時の各々のフォーカス位置とコントラスト評価値
算出手段（４３）により算出されたコントラスト評価値
とから、合焦位置を算出する合焦位置算出手段（４４）
と、大気の揺らぎを検知する検知手段（４５）と、検知
手段（４５）が大気の揺らぎを検知した場合の露光時間
を、大気の揺らぎを検知しない場合の露光時間よりも長
く設定する露光時間設定手段（４６）とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォーカスレンズを光軸方向に沿って移動させながら、設定された露光時間で被写体を
複数回撮像して得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第１の
コントラスト評価値算出手段と、
　前記第１のコントラスト評価値算出手段により算出されたコントラスト評価値に基づい
て、第１の合焦位置を算出する第１の合焦位置算出手段と、
　前記第１の合焦位置に前記フォーカスレンズを駆動する駆動手段と、
　前記第１の合焦位置において、前記設定された露光時間で前記被写体を複数回撮像して
得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第２のコントラスト評
価値算出手段と、
　前記第２のコントラスト評価値算出手段において算出された複数の前記コントラスト評
価値の時間変動を検出する時間変動検出手段と、
　前記時間変動の検出結果から前記コントラスト評価値における大気の揺らぎの影響の有
無を判断する判断手段と、を備え、
　前記判断手段による判断結果に応じて第２の合焦位置を決定する合焦位置検出装置。
【請求項２】
　前記判断手段により前記大気の揺らぎの影響がないと判断された場合、前記第１の合焦
位置を前記第２の合焦位置とする請求項１に記載の合焦位置検出装置。
【請求項３】
　露光時間を前記設定された露光時間より長く設定する露光時間設定手段をさらに備え、
　前記判断手段により前記大気の揺らぎの影響があると判断された場合、前記露光時間設
定手段により設定された露光時間にて前記被写体を撮像して得られた画像データから前記
第２の合焦位置を決定する請求項１または２に記載の合焦位置検出装置。
【請求項４】
　前記露光時間設定手段により設定される露光時間は、前記第１のコントラスト評価値算
出手段で設定される露光時間のｎ倍（ｎは２以上の自然数）の長さである請求項３に記載
の合焦位置検出装置。
【請求項５】
　前記時間変動検出手段は、複数の前記コントラスト評価値の中の最大値と最小値の差分
値により時間変動を検出する請求項１から４何れか１項に記載の合焦位置検出装置。
【請求項６】
　前記第１のコントラスト評価値算出手段は、前記設定された露光時間で前記被写体を複
数回撮像して得られた複数の前記画像データの各々に所定の周波数特性を有するフィルタ
によるフィルタ処理を適用した結果得られるデータに基づいて前記コントラスト評価値を
算出する請求項１から５何れか１項に記載の合焦位置検出装置。
【請求項７】
　フォーカスレンズを光軸方向に沿って移動させながら、設定された露光時間で被写体を
複数回撮像して得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第１の
コントラスト評価値算出ステップと、
　前記第１のコントラスト評価値算出ステップにより算出されたコントラスト評価値に基
づいて、第１の合焦位置を算出する第１の合焦位置算出ステップと、
　前記第１の合焦位置に前記フォーカスレンズを駆動する駆動ステップと、
　前記第１の合焦位置において、前記設定された露光時間で前記被写体を複数回撮像して
得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第２のコントラスト評
価値算出ステップと、
　前記第２のコントラスト評価値算出ステップにおいて算出された複数の前記コントラス
ト評価値の時間変動を検出する時間変動検出ステップと、
　前記時間変動の検出結果から前記コントラスト評価値における大気の揺らぎの影響の有
無を判断する判断ステップと、を備え、
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　前記判断ステップによる判断結果に応じて第２の合焦位置を決定する合焦位置検出方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合焦位置検出装置及び合焦位置検出方法に関し、特に陽炎等の大気の揺らぎ
の発生している状況において、正確に合焦位置を見つけることができるコントラスト検出
方式の合焦位置検出装置及び合焦位置検出方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、陽炎が発生したときや風が吹いたとき、夜空の星を撮るとき、ガスコンロの付近
、極端に温度差があるとき等、大気の揺らぎが発生している状況において、被写体を撮影
する場合に、大気の揺らぎによる影響により画像内の被写体像がぼけてしまったり、被写
体像の形状が歪んでしまったりする場合があることが知られている。そこで特許文献１に
は、撮影された画像における像のぼけを抑制するために、露光時間内に陽炎が変化しない
短時間の露光時間で画像を撮影する技術が提案されている。また特許文献２には、空気揺
らぎにより撮影された画像に歪みが発生する場合に、同一の被写体を複数枚撮影し、撮影
した複数枚の画像を平均化することにより歪みの補正を行う技術が提案されている。
【０００３】
　一方、従来から、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮影装置において
、撮影レンズを、所定の被写体に合焦するように動作させる自動焦点合わせ（以下、「Ａ
Ｆ（Autofocus）」と称する）機構が広く適用されている。この種のＡＦ機構としては、
撮影装置から被写体に赤外線を照射し、被写体で反射して撮影装置に戻って来た赤外線の
角度を検出することによって被写体までの距離を測定して、その測定距離位置にある物体
に合焦する位置に撮影レンズを設定するようにしたいわゆるアクティブ方式のものや、撮
影装置の撮像手段が出力する画像信号を処理して合焦状態を検出し、最良の合焦状態が得
られる位置に撮影レンズを設定するようにしたいわゆるパッシブ方式のものが知られてい
る。
【０００４】
　上記パッシブ方式のＡＦ機構としては、像の横ズレ量から合焦状態を判別するようにし
た位相検出方式と、像のコントラストから合焦状態を判別するようにしたコントラスト検
出方式が広く知られており、このコントラスト検出方式のＡＦ機構は、撮影レンズを合焦
のための動作範囲内、すなわちサーチ範囲内で移動させながら、間欠的に被写体を撮像し
て取得した複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出し、算出されたコントラ
スト評価値が最も高いところ、すなわちピーク値を基準にして合焦位置を算出している。
具体的には、コントラスト評価値が最大となる合焦位置とその前後の複数点の合焦位置、
及び各合焦位置に対応するコントラスト評価値に基づき補間演算にてコントラスト評価値
のピーク値に対応する合焦位置を算出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－１７７４７７号公報
【特許文献２】特開２０１２－１８２６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで図１０に、評価値カーブの一例を示す。図１０の上図は、大気の揺らぎが発生し
ていない場合の評価値カーブ、図１０の下図は、大気の揺らぎが発生している場合の評価
値カーブである。なお評価値カーブとは、横軸を合焦位置、縦軸をコントラスト評価値と
してグラフにしたものである。また図１０の下図の点線の評価値カーブは比較のためのも
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のであり、図１０の上図の実線の評価値カーブを示している。横軸のＭＯＤ（Minimum Ob
ject Distance）は、最も被写体に近づいて撮影ができる距離すなわち最短撮影距離を示
し、ＩＮＦ（Infinity）は被写体の距離が非常に遠方にあるすなわち無限遠を示す。
【０００７】
　コントラスト検出方式のＡＦ機構においては、露光時間が同じ時間に設定されている場
合、図１０の上図に示す大気の揺らぎが発生していない場合の評価値カーブと比べて図１
０の下図に示す大気の揺らぎが発生している場合の評価値カーブは、撮影レンズの合焦位
置が変化したことによるコントラスト評価値の変動に、被写体像が揺らぐことによるコン
トラスト評価値の変化が加わってしまい、評価値カーブの形状が乱れてしまう。
【０００８】
　上述したように、合焦位置は、コントラスト評価値が最大となる合焦位置とその前後の
複数点の合焦位置、及び各合焦位置に対応するコントラスト評価値に基づき補間演算にて
算出されるので、図１０の下図のように評価値カーブが乱れると、ピーク付近のコントラ
スト評価値が乱れてしまって正確な合焦位置を見つけられない場合がある。
【０００９】
　特許文献１は、露光時間内に陽炎が変化しない短時間の露光時間で画像を撮影する技術
を開示しているが、コントラスト検出方式のＡＦ機構において、露光時間を短くしてしま
うと、撮像された画像データ間での被写体像の形状差が大きくなり、算出されたコントラ
スト評価値の変動が大きくなってしまって、正確な合焦位置が見つけられない場合がある
。また、特許文献２は、同一の被写体を複数枚撮影し、撮影した複数枚の画像を平均化す
ることにより歪みの補正を行うことを開示しているが、コントラスト検出方式のＡＦ機構
に関することは記載されていない。
【００１０】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、大気の揺らぎが発生している状況で
も正確に合焦位置を見つけることができるコントラスト検出方式の合焦位置検出装置及び
合焦位置検出方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の合焦位置検出装置は、フォーカスレンズを光軸方向に沿ってサーチ範囲
内で移動させながら設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得られた複数の画像デ
ータから各々コントラスト評価値を算出するコントラスト評価値算出手段と、
　複数回の撮像時の各々のフォーカス位置とコントラスト評価値算出手段により算出され
たコントラスト評価値とから、合焦位置を算出する合焦位置算出手段とを備えてなる合焦
位置検出装置において、
　大気の揺らぎを検知する検知手段と、
　検知手段が大気の揺らぎを検知した場合の露光時間を、大気の揺らぎを検知しない場合
の露光時間よりも長く設定する露光時間設定手段とを備えてなるものである。
【００１２】
　なお本発明において「検知手段」は、大気の揺らぎを自動的に検知するものであっても
よいし、大気の揺らぎの有無がユーザによって入力される手動的なものであってもよい。
【００１３】
　また本発明の第１の合焦位置検出装置は、第１のサーチ範囲に対してフォーカスレンズ
を光軸方向に沿って移動させながら、大気の揺らぎを検知しない場合の露光時間で被写体
を複数回撮像して得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する標準
コントラスト評価値算出手段と、
　標準コントラスト評価値算出手段による複数回の撮像時の各々のフォーカス位置と標準
コントラスト評価値算出手段により算出されたコントラスト評価値とから、第１の合焦位
置を算出する第１の合焦位置算出手段と、
　検知手段が大気の揺らぎを検知した場合に、第１の合焦位置を含み、かつ、第１のサー
チ範囲よりも狭い第２のサーチ範囲に対して、フォーカスレンズを光軸方向に沿って移動
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させながら大気の揺らぎを検知した場合の露光時間で被写体を複数回撮像して得られた複
数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する揺らぎコントラスト評価値算出手
段と、
　揺らぎコントラスト評価値算出手段による複数回の撮像時の各々のフォーカス位置と揺
らぎコントラスト評価値算出手段により算出されたコントラスト評価値とから、合焦位置
を算出する第２の合焦位置算出手段とを備えることができる。
【００１４】
　なお本発明において「標準コントラスト評価値算出手段」は、大気の揺らぎを検知しな
い場合の露光時間を使用した撮像で得られた画像データからコントラスト評価値を算出す
るための手段であり、「揺らぎコントラスト評価値算出手段」は、大気の揺らぎを検知し
た場合の露光時間を使用した撮像で得られた画像データからコントラスト価値を算出する
ための手段である。
【００１５】
　また本発明の第１の合焦位置検出装置は、標準コントラスト評価値算出手段におけるサ
ーチ幅よりも揺らぎコントラスト評価値算出手段におけるサーチ幅を短くすることができ
る。
【００１６】
　なお本発明において「サーチ幅」は、被写体を複数回撮像するときの撮像間隔を意味す
る。
【００１７】
　本発明の第２の合焦位置検出装置は、第１のサーチ範囲に対してフォーカスレンズを光
軸方向に沿って移動させながら、設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得られた
複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第１のコントラスト評価値算出
手段と、
　第１のコントラスト評価値算出手段における、複数回の撮像時の各々のフォーカス位置
と算出したコントラスト評価値とから、第１の合焦位置を算出する第１の合焦位置算出手
段と、
　第１の合焦位置にフォーカスレンズを駆動する駆動手段と、
　第１の合焦位置において、設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得られた複数
の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第２のコントラスト評価値算出手段
と、
　第２のコントラスト評価値算出手段において算出された複数のコントラスト評価値の時
間変動を検出する時間変動検出手段と、
　時間変動の検出結果からコントラスト評価値における大気の揺らぎの影響の有無を判断
する判断手段と、
　大気の揺らぎの影響があると判断された場合に、露光時間を設定された露光時間より長
く設定する露光時間設定手段と、
　大気の揺らぎの影響があると判断された場合に、第１の合焦位置を含み、かつ、第１の
サーチ範囲よりも狭い第２のサーチ範囲に対して、フォーカスレンズを光軸方向に沿って
移動させながら露光時間設定手段によって設定された露光時間で被写体を複数回撮像して
得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第３のコントラスト評
価値算出手段と、
　第３のコントラスト評価値算出手段における、複数回の撮像時の各々のフォーカス位置
と算出したコントラスト評価値とから、第２の合焦位置を算出する第２の合焦位置算出手
段とを備えてなるものである。
【００１８】
　本発明の第１の合焦位置検出装置及び第２の合焦位置検出装置は、第２のサーチ範囲の
中心位置を第１の合焦位置にすることができる。
【００１９】
　また本発明の第２の合焦位置検出装置は、第２のコントラスト評価値算出手段における
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サーチ幅よりも第３のコントラスト評価値算出手段におけるサーチ幅を短くすることがで
きる。
【００２０】
　本発明の第１の合焦位置検出方法は、フォーカスレンズを光軸方向に沿ってサーチ範囲
内で移動させながら設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得られた複数の画像デ
ータから各々コントラスト評価値を算出するコントラスト評価値算出ステップと、
　複数回の撮像時の各々のフォーカス位置と算出したコントラスト評価値とから、合焦位
置を算出する合焦位置算出ステップとを備える合焦位置検出方法において、
　大気の揺らぎを検知する検知ステップと、
　大気の揺らぎを検知した場合の露光時間を、大気の揺らぎを検知しない場合の露光時間
よりも長く設定する露光時間設定ステップとを備える。
【００２１】
　なお本発明において「検知ステップ」は、大気の揺らぎを自動的に検知してもよいし、
大気の揺らぎの有無がユーザによって手動的に入力されてもよい。
【００２２】
　また本発明の第１の合焦位置検出方法は、第１のサーチ範囲に対してフォーカスレンズ
を光軸方向に沿って移動させながら、大気の揺らぎを検知しない場合の露光時間で被写体
を複数回撮像して得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する標準
コントラスト評価値算出ステップと、
　標準コントラスト評価値算出ステップにおける、複数回の撮像時の各々のフォーカス位
置と算出したコントラスト評価値とから、第１の合焦位置を算出する第１の合焦位置算出
ステップと、
　大気の揺らぎを検知した場合に、第１の合焦位置を含み、かつ、第１のサーチ範囲より
も狭い第２のサーチ範囲に対して、フォーカスレンズを光軸方向に沿って移動させながら
大気の揺らぎを検知した場合の露光時間で被写体を複数回撮像して得られた複数の画像デ
ータから各々コントラスト評価値を算出する揺らぎコントラスト評価値算出ステップと、
　揺らぎコントラスト評価値算出ステップにおける、複数回の撮像時の各々のフォーカス
位置と算出したコントラスト評価値とから、第２の合焦位置を算出する第２の合焦位置算
出ステップとを備えることができる。
【００２３】
　なお本発明において「標準コントラスト評価値算出ステップ」は、大気の揺らぎを検知
しない場合の露光時間を使用した撮像で得られた画像データからコントラスト評価値を算
出するためのステップであり、「揺らぎコントラスト評価値算出ステップ」は、大気の揺
らぎを検知した場合の露光時間を使用した撮像で得られた画像データからコントラスト価
値を算出するためのステップである。
【００２４】
　また本発明の第１の合焦位置検出方法は、標準コントラスト評価値算出ステップにおけ
るサーチ幅よりも揺らぎコントラスト評価値算出ステップにおけるサーチ幅を短くするこ
とができる。
【００２５】
　本発明の第２の合焦位置検出方法は、第１のサーチ範囲に対してフォーカスレンズを光
軸方向に沿って移動させながら、設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得られた
複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第１のコントラスト評価値算出
ステップと、
　第１のコントラスト評価値算出ステップにおける、複数回の撮像時の各々のフォーカス
位置と前記算出したコントラスト評価値とから、第１の合焦位置を算出する第１の合焦位
置算出ステップと、
　第１の合焦位置にフォーカスレンズを駆動する駆動ステップと、
　第１の合焦位置において、設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得られた複数
の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第２のコントラスト評価値算出ステ
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ップと、
　第２のコントラスト評価値算出ステップにおいて算出された複数のコントラスト評価値
の時間変動を検出する時間変動検出ステップと、
　時間変動の検出結果からコントラスト評価値における大気の揺らぎの影響の有無を判断
する判断ステップと、
　大気の揺らぎの影響があると判断された場合に、露光時間を設定された露光時間より長
く設定する露光時間設定ステップと、
　大気の揺らぎの影響があると判断された場合に、第１の合焦位置を含み、かつ、第１の
サーチ範囲よりも狭い第２のサーチ範囲に対して、フォーカスレンズを光軸方向に沿って
移動させながら露光時間設定ステップにおいて設定された露光時間で被写体を複数回撮像
して得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第３のコントラス
ト評価値算出ステップと、
　第３のコントラスト評価値算出ステップにおける、複数回の撮像時の各々のフォーカス
位置と算出したコントラスト評価値とから、第２の合焦位置を算出する第２の合焦位置算
出ステップとを備える。
【００２６】
　本発明の第１の合焦位置検出方法及び第２の合焦位置検出方法は、第２のサーチ範囲の
中心位置を第１の合焦位置にすることができる。
【００２７】
　また本発明の第２の合焦位置検出方法は、第２のコントラスト評価値算出ステップにお
けるサーチ幅よりも第３のコントラスト評価値算出ステップにおけるサーチ幅を短くする
ことができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の第１の合焦位置検出装置及び第１の合焦位置検出方法によれば、フォーカスレ
ンズを光軸方向に沿ってサーチ範囲内で移動させながら設定された露光時間で被写体を複
数回撮像して得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出するコントラ
スト評価値算出手段と、複数回の撮像時の各々のフォーカス位置とコントラスト評価値算
出手段により算出されたコントラスト評価値とから、合焦位置を算出する合焦位置算出手
段とを備えてなる合焦位置検出装置において、大気の揺らぎを検知する検知手段と、検知
手段が大気の揺らぎを検知した場合の露光時間を、大気の揺らぎを検知しない場合の露光
時間よりも長く設定する露光時間設定手段とを備えているので、大気の揺らぎが発生した
場合に、取得した複数の画像データにおいて、被写体像は不鮮明になるものの、時間平均
化されて被写体像が揺らぎのない像となるため、画像データ間での被写体像の形状差を小
さくすることができ、被写体像が揺らぐことによるコントラスト評価値の変動を軽減する
ことができて、より正確に合焦位置を算出することができる。
【００２９】
　また、本発明の第１の合焦位置検出方法によれば、フォーカスレンズを光軸方向に沿っ
てサーチ範囲内で移動させながら設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得られた
複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出するコントラスト評価値算出ステッ
プと、複数回の撮像時の各々のフォーカス位置と算出したコントラスト評価値とから、合
焦位置を算出する合焦位置算出ステップとを備える合焦位置検出方法において、大気の揺
らぎを検知する検知ステップと、大気の揺らぎを検知した場合の露光時間を、大気の揺ら
ぎを検知しない場合の露光時間よりも長く設定する露光時間設定ステップとを備えている
ので、大気の揺らぎが発生した場合に、取得した複数の画像データにおいて、被写体像は
不鮮明になるものの、時間平均化されて被写体像が揺らぎのない像となるため、画像デー
タ間での被写体像の形状差を小さくすることができ、被写体像が揺らぐことによるコント
ラスト評価値の変動を軽減することができて、より正確に合焦位置を算出することができ
る。
【００３０】
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　また、本発明の第２の合焦位置検出装置によれば、第１のサーチ範囲に対してフォーカ
スレンズを光軸方向に沿って移動させながら、設定された露光時間で被写体を複数回撮像
して得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第１のコントラス
ト評価値算出手段と、第１のコントラスト評価値算出手段における、複数回の撮像時の各
々のフォーカス位置と算出したコントラスト評価値とから、第１の合焦位置を算出する第
１の合焦位置算出手段と、第１の合焦位置にフォーカスレンズを駆動する駆動手段と、第
１の合焦位置において、設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得られた複数の画
像データから各々コントラスト評価値を算出する第２のコントラスト評価値算出手段と、
第２のコントラスト評価値算出手段において算出された複数のコントラスト評価値の時間
変動を検出する時間変動検出手段と、時間変動の検出結果からコントラスト評価値におけ
る大気の揺らぎの影響の有無を判断する判断手段と、大気の揺らぎの影響があると判断さ
れた場合に、露光時間を設定された露光時間より長く設定する露光時間設定手段と、大気
の揺らぎの影響があると判断された場合に、第１の合焦位置を含み、かつ、第１のサーチ
範囲よりも狭い第２のサーチ範囲に対して、フォーカスレンズを光軸方向に沿って移動さ
せながら露光時間設定手段によって設定された露光時間で被写体を複数回撮像して得られ
た複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第３のコントラスト評価値算
出手段と、第３のコントラスト評価値算出手段における、複数回の撮像時の各々のフォー
カス位置と算出したコントラスト評価値とから、第２の合焦位置を算出する第２の合焦位
置算出手段とを備えているので、算出したコントラスト評価値に対する大気の揺らぎの影
響がある場合のみに、再度ＡＦサーチを行うことになり、不要なＡＦサーチを行わないこ
とによりＡＦサーチに要する時間を低減することができる。
【００３１】
　また、本発明の第２の合焦位置検出方法によれば、第１のサーチ範囲に対してフォーカ
スレンズを光軸方向に沿って移動させながら、設定された露光時間で被写体を複数回撮像
して得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第１のコントラス
ト評価値算出ステップと、第１のコントラスト評価値算出ステップにおける、複数回の撮
像時の各々のフォーカス位置と前記算出したコントラスト評価値とから、第１の合焦位置
を算出する第１の合焦位置算出ステップと、第１の合焦位置にフォーカスレンズを駆動す
る駆動ステップと、第１の合焦位置において、設定された露光時間で被写体を複数回撮像
して得られた複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する第２のコントラス
ト評価値算出ステップと、第２のコントラスト評価値算出ステップにおいて算出された複
数のコントラスト評価値の時間変動を検出する時間変動検出ステップと、時間変動の検出
結果からコントラスト評価値における大気の揺らぎの影響の有無を判断する判断ステップ
と、大気の揺らぎの影響があると判断された場合に、露光時間を設定された露光時間より
長く設定する露光時間設定ステップと、大気の揺らぎの影響があると判断された場合に、
第１の合焦位置を含み、かつ、第１のサーチ範囲よりも狭い第２のサーチ範囲に対して、
フォーカスレンズを光軸方向に沿って移動させながら露光時間設定ステップにおいて設定
された露光時間で被写体を複数回撮像して得られた複数の画像データから各々コントラス
ト評価値を算出する第３のコントラスト評価値算出ステップと、第３のコントラスト評価
値算出ステップにおける、複数回の撮像時の各々のフォーカス位置と算出したコントラス
ト評価値とから、第２の合焦位置を算出する第２の合焦位置算出ステップとを備えている
ので、算出したコントラスト評価値に対する大気の揺らぎの影響がある場合のみに、再度
ＡＦサーチを行うことになり、不要なＡＦサーチを行わないことによりＡＦサーチに要す
る時間を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る合焦位置検出装置を備えたデジタルカメラのブロ
ック図
【図２】図１のデジタルカメラのＡＦ処理の流れを説明するためのフローチャート
【図３】本発明の第２の実施形態に係る合焦位置検出装置を備えたデジタルカメラのブロ
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ック図
【図４】図３のデジタルカメラのＡＦ処理の流れを説明するためのフローチャート
【図５】評価値カーブ及びＡＦサーチ範囲の一例を示す図
【図６】露光時間の設定を説明するための図
【図７】評価値カーブ及びＡＦサーチ範囲の他の例を示す図
【図８】本発明の第３の実施形態に係る合焦位置検出装置を備えたデジタルカメラのブロ
ック図
【図９】図９のデジタルカメラのＡＦ処理の流れを説明するためのフローチャート
【図１０】大気の揺らぎが発生している場合と発生していない場合の評価値カーブを示す
図
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の実施の形態では、
本発明における第１の実施形態の合焦位置検出装置を備えた電子機器としてデジタルカメ
ラを例に説明するが、本発明の適用範囲はこれに限定されず、例えば、デジタルビデオカ
メラ、カメラ付き携帯電話、メディアプレーヤ、タブレット端末及びスマートフォン等の
カメラ付き携帯情報端末（ＰＤＡ；Personal Data Assistant）等、電子撮像機能を備え
た他の電子機器に対しても適用可能である。また本発明における合焦位置検出装置は、例
えば電子撮像機能を備えた電子機器と無線または有線により接続されたパーソナルコンピ
ュータ等の操作側端末に搭載することもできる。
【００３４】
　ここで図１にデジタルカメラ１の機能構成を示すブロック図を示す。本実施形態のデジ
タルカメラ１は、図１に示す如く、デジタルカメラ１の操作系として、レリーズボタン２
７や、図示しないメニュー／ＯＫボタン、ズーム／上下矢印ボタン等の操作内容をＣＰＵ
３０に伝える操作部２６が設けられている。
【００３５】
　撮影レンズ１０は被写体像を所定の結像面上（カメラ本体内部にある撮像素子）に結像
させるためのものであり、撮影レンズ１０を構成するものとして、フォーカスレンズ１０
ａ及びズームレンズ１０ｂが設けられている。これらの各レンズは、モータとモータドラ
イバからなるフォーカスレンズ駆動部２０ａ、ズームレンズ駆動部２０ｂによってステッ
プ駆動され、光軸方向に移動可能な構成となっている。フォーカスレンズ駆動部２０ａは
、後述するＡＦ処理部３２から出力されるフォーカス駆動量データに基づいてフォーカス
レンズ１０ａをステップ駆動する。ズームレンズ駆動部２０ｂは、ズーム／上下矢印ボタ
ン（操作部２６）の操作量データに基づいてズームレンズ１０ｂのステップ駆動を制御す
る。
【００３６】
　絞り１１は、モータとモータドライバとからなる絞り駆動部２１によって駆動される。
この絞り駆動部２１は、後述するＡＥ処理部３３から出力される絞り値データに基づいて
絞り１１の絞り径の調整を行う。
【００３７】
　シャッタ１２は、メカニカルシャッタであり、モータとモータドライバとからなるシャ
ッタ駆動部２２によって駆動される。シャッタ駆動部２２は、レリーズボタン２７の押下
により発生する信号と、ＡＥ処理部３３から出力されるシャッタ速度データとに応じてシ
ャッタ１２の開閉の制御を行う。
【００３８】
　上記光学系の後方には、撮影素子であるＣＣＤ（Charge-Coupled Device）１３を有し
ている。ＣＣＤ１３は、多数の受光素子がマトリクス状に配置されてなる光電面を有して
おり、光学系を通過した被写体光が光電面に結像され、光電変換される。光電面の前方に
は、各画素に光を集光させるためのマイクロレンズアレイ（不図示）と、ＲＧＢ各色のフ
ィルタが規則的に配列されてなるカラーフィルタアレイ（不図示）とが配置されている。
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【００３９】
　ＣＣＤ１３は、ＣＣＤ駆動部２３から供給される垂直転送クロック信号及び水平転送ク
ロック信号に同期して、画素毎に蓄積された電荷を１ラインずつ読み出してシリアルなア
ナログ画像信号として出力する。各画素における電荷の蓄積時間、即ち露出時間は、ＣＣ
Ｄ駆動部２３から与えられる電子シャッタ駆動信号によって決定される。
【００４０】
　ＣＣＤ１３が出力するアナログ画像信号は、アナログ信号処理部１４に入力される。こ
のアナログ信号処理部１４は、アナログ画像信号のノイズ除去を行う相関２重サンプリン
グ回路と、アナログ画像信号のゲイン調整を行うオートゲインコントローラと、アナログ
画像信号をデジタル画像データに変換するＡ／Ｄコンバータ（Analog/Digital converter
）とからなる。そしてこのデジタル信号に変換されたデジタル画像データは、画素毎にＲ
ＧＢ（Red Green Blue）の濃度値を持つＣＣＤ－ＲＡＷデータである。
【００４１】
　タイミングジェネレータ２４は、タイミング信号を発生させるものであり、このタイミ
ング信号がシャッタ駆動部２２、ＣＣＤ駆動部２３、アナログ信号処理部１４に入力され
て、レリーズボタン２７の操作と、シャッタ１２の開閉、ＣＣＤ１３の電荷取り込み、ア
ナログ信号処理部１４の処理の同期が取られる。
【００４２】
　フラッシュ１５は、レリーズボタン２７が押下され、シャッタ１２が開いている間に、
撮影に必要な光を被写体に対して瞬間的に照射するためのものである。フラッシュ制御部
２５は、フラッシュ１５の発光動作を制御する。
【００４３】
　画像入力コントローラ３１は、上記アナログ信号処理部１４から入力されたＣＣＤ－Ｒ
ＡＷデータをフレームメモリ３６に書き込む。このフレームメモリ３６は、画像データに
対して後述の各種デジタル画像処理（信号処理）を行う際に使用する作業用メモリであり
、例えば、一定周期のバスクロック信号に同期してデータ転送を行うＳＤＲＡＭ（Synchr
onous Dynamic Random Access Memory）が使用される。
【００４４】
　表示制御部３９は、フレームメモリ３６に格納された画像データをスルー画像として液
晶モニタ４０に表示させるためのものであり、例えば、輝度（Ｙ）信号と色（Ｃ）信号を
一緒にして１つの信号としたコンポジット信号に変換して、液晶モニタ４０に出力する。
スルー画像は、撮影モードが選択されている間、所定時間間隔で取得されて液晶モニタ４
０に表示される。また表示制御部３９は、外部記録メディア３８に記憶され、メディア制
御部３７によって読み出された画像ファイルに含まれる画像データに基づいた画像を液晶
モニタ４０に表示させる。
【００４５】
　液晶モニタ４０は、撮影の際に被写体確認用のスルー画像が表示され、電子ビューファ
インダとして機能する他、撮影後の静止画や動画の再生表示、各種設定メニューの表示を
行う。
【００４６】
　ＡＦ処理部３２は、検出された合焦位置に基づいて合焦設定値（フォーカス駆動量）を
決定し、フォーカス駆動量データを出力する。この出力されたフォーカス駆動量データに
基づいて、フォーカスレンズ駆動部２０ａがフォーカスレンズ１０ａをステップ駆動する
（ＡＦ処理）。本実施形態においては、合焦位置の検出方式としてコントラスト検出方式
を採用する。ＡＦ処理部３２はフォーカスレンズ駆動部２０ａによってフォーカスレンズ
１０ａを予め設定された合焦のためのサーチ範囲内で光軸方向に移動させながら、予め設
定されたサーチ幅及びサーチ点数で、かつ後述する露光時間設定部４６によって設定され
た露光時間で、フォーカスレンズ１０ａの所定位置毎に段階的にＣＣＤ１３に被写体を撮
像させることにより複数の画像データを取得するＡＦサーチを行う。なおサーチ範囲、サ
ーチ幅及びサーチ点数は、予めデジタルカメラ１に設定されている値を使用してもよいし
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、ユーザが操作部２６によって設定してもよい。
【００４７】
　また、撮影者によって撮影指示がなされた時、例えばレリーズボタン２７が全押し操作
された本撮影時の合焦位置は、後述する合焦位置算出部４４により検出された合焦位置を
使用し、この合焦位置に基づいて合焦設定値（フォーカス駆動量）を決定し、フォーカス
駆動量データを出力する。
【００４８】
　ＡＥ処理部３３は、画像データに基づいて被写体輝度（測光値）を測定し、測定した被
写体輝度に基づいて絞り値及び露光時間（シャッタスピード）等の露光設定値を決定し、
絞り値データ及び露光時間データを出力する。この出力された絞り値データ及び露光時間
データに基づいて、絞り駆動部２１が絞り１１の絞り径の調整を行い、シャッタ駆動部２
２がシャッタ１２の開閉を制御する（ＡＥ処理）。なお、ＡＥ処理部３３は、本撮影時の
露光時間と、合焦位置の算出に使用される画像データを取得するためのＡＦサーチ時の露
光時間データを出力する。
【００４９】
　ＡＷＢ処理部３４は、画像データに基づいて色温度を算出し、算出した色温度に応じて
撮影時のホワイトバランスを自動調整する（ＡＷＢ処理）。なお、ＡＷＢ処理部３４は、
撮影前でも、撮影後でもホワイトバランスの調整を行うことができる。
【００５０】
　画像信号処理部４１は、本画像の画像データに対してガンマ補正処理、輪郭強調（シャ
ープネス）処理、コントラスト処理、ノイズ低減処理等の画質補正処理を施すと共に、Ｃ
ＣＤ－ＲＡＷデータを輝度信号であるＹデータと、青色色差信号であるＣｂデータ及び赤
色色差信号であるＣｒデータとからなるＹＣデータに変換するＹＣ処理を行う。
【００５１】
　なお本画像とは、撮影者によって撮影指示がなされた時、例えばレリーズボタン２７が
全押し操作された本撮影時にＣＣＤ１３から取り込まれ、アナログ信号処理部１４、画像
入力コントローラ３１経由でフレームメモリ３６に格納された画像データによる静止画像
や動画像である。本画像の画素数の上限はＣＣＤ１３の画素数によって決定されるが、例
えば、撮影者が設定可能な画質設定（フル画素、ハーフ画素、自動画素等の設定）により
、記録画素数を変更することができる。一方、スルー画像等の画素数は本画像より少なく
てもよく、例えば、本画像の１／１６程度の画素数で取り込まれてもよい。
【００５２】
　圧縮／伸長処理部３５は、画像信号処理部４１によって画質補正等の処理が行われた本
画像の画像データに対して、静止画像のときにはＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts
 Group）、動画像のときにはＭＰＥＧ（Moving Photographic Experts Group）等の圧縮
形式で圧縮処理を行って、画像ファイルを生成する。この画像ファイルには、Ｅｘｉｆ（
Exchangeable image file format）形式等に基づいて、撮影日時や、撮影シーン等の付帯
情報が格納されたタグが付加される。
【００５３】
　またこの圧縮／伸長処理部３５は、再生モードにおいては外部記録メディア３８から圧
縮された画像ファイルを読み出し、伸長処理を行う。伸長後の画像データは表示制御部３
９に出力され、表示制御部３９は画像データに基づいた画像を液晶モニタ４０に表示する
。
【００５４】
　メディア制御部３７は、メモリカード等の外部記録メディア３８が充填されるための充
填口であり外部記録メディア３８が充填されるとデータの読み取り／書き込みを行うメデ
ィアスロットに相当し、外部記録メディア３８に記憶された画像ファイル等の読み出し、
または画像ファイルの書き込みを行う。
【００５５】
　内部メモリ４２は、デジタルカメラ１において設定される各種定数、及び、ＣＰＵ３０
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が実行するプログラム等を格納する。
【００５６】
　ここで、デジタルカメラ１に搭載された合焦位置検出装置１００について説明する。本
実施形態の合焦位置検出装置１００は、コントラスト評価値算出部（コントラスト評価値
算出手段）４３、合焦位置算出部（合焦位置算出手段）４４、検知部（検知手段）４５及
び露光時間設定部（露光時間設定手段）４６を備えている。
【００５７】
　コントラスト評価値算出部４３は、ＡＦ処理部３２によるＡＦサーチによって取得され
、アナログ信号処理部１４、画像入力コントローラ３１経由でフレームメモリ３６に格納
された複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する。コントラスト評価値算
出部４３によるコントラスト評価値の算出は、ハイパスフィルタやバンドパスフィルタ等
を用いて行う公知の技術を使用することができる。各フィルタの周波数特性を調整するこ
とで、コントラスト評価値の高低や、横軸を撮影レンズの合焦位置、縦軸をコントラスト
評価値としてグラフにした評価値カーブにおけるピークの形状を調整することが可能とな
る。本実施形態においては、画像データをフィルタリング処理して高周波成分を求め、こ
の高周波成分の絶対値を積分した値をコントラスト評価値とする。
【００５８】
　合焦位置算出部４４は、各コントラスト評価値の算出元となる画像データを撮像したと
きの各々のフォーカス位置とコントラスト評価値算出部４３により算出されたコントラス
ト評価値とから、合焦位置を算出する。なお本実施形態において合焦位置は、算出された
コントラスト評価値が最も高いところ、すなわちピーク値を基準にして算出する。具体的
には、合焦位置は、コントラスト評価値が最大となる合焦位置とその前後の複数点の合焦
位置、及び各合焦位置に対応するコントラスト評価値に基づき補間演算にてコントラスト
評価値のピーク値に対応する合焦位置を算出する。
【００５９】
　検知部４５は、大気の揺らぎを検知するものである。大気の揺らぎは、ユーザにより操
作部２６を介して、大気の揺らぎがあることが入力されることにより検知する。なお本実
施形態においては、ユーザによって手動的に大気の揺らぎを検知するものとしたが、本発
明はこれに限られるものではなく、例えば、デジタルカメラ１が静止画撮影モードにより
撮影を行う場合には、撮像された複数の画像データを用いて、画像データ中に決定した基
準点の時間経過に伴う変化を画像解析し、画像解析の結果、変化があると判断した場合に
、大気の揺らぎがあると検知するようにしてもよい。大気の揺らぎの検知には公知の技術
を使用することができる。
【００６０】
　露光時間設定部４６は、検知部４５によって大気の揺らぎが検知された場合に、合焦位
置の算出に使用される画像データを取得するためのＡＦサーチ時の露光時間を、ＡＥ処理
部３３によって設定された露光時間よりも長く設定してＡＥ処理部３３に出力する。なお
ＡＥ処理部３３は、露光時間設定部４６から出力されたＡＦサーチ時の露光時間データを
出力する。
【００６１】
　大気の揺らぎに起因する評価値カーブの形状の乱れは、各コントラスト評価値の算出元
となる画像データを撮像したときの露光時間との関連性が強く、露光時間が短いほど被写
体像は鮮明になるが、撮像された画像データ間での被写体像の形状差が大きくなるので評
価値カーブの形状は乱れる場合が多い。一方、露光時間が長いほど被写体像は不鮮明にな
るものの、画像データを時間平均化することにより被写体像が揺らぎのない像となるため
、画像データ間での被写体像の形状差が小さくなるので評価値カーブの形状は乱れる場合
が少ない。従って、大気の揺らぎを検知した場合にＡＦサーチ時の露光時間を、設定され
た露光時間すなわち大気の揺らぎを検知していない場合のＡＦサーチ時の露光時間よりも
長く設定することにより、大気の揺らぎが発生した場合に、取得した複数の画像データに
おいて、被写体像は不鮮明になるものの、時間平均化されて被写体像が揺らぎのない像と
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なるため、画像データ間での被写体像の形状差を小さくすることができ、被写体像が揺ら
ぐことによるコントラスト評価値の変動を軽減することができて、より正確に合焦位置を
算出することができる。
【００６２】
　ＣＰＵ３０は、操作部２６による操作や各機能ブロックからの信号に応じて、デジタル
カメラ１の本体各部を制御する。
【００６３】
　データバス６０は、画像入力コントローラ３１、各種処理部１４、３２～３５、４１、
フレームメモリ３６、各種制御部３７、３９、内部メモリ４２、コントラスト評価値算出
部４３、合焦位置算出部４４、検知部４５、露光時間設定部４６及びＣＰＵ３０に接続さ
れており、このデータバス６０を介して各種信号、データの送受信が行われる。
【００６４】
　上記構成されたデジタルカメラ１では、ユーザが操作部２６を操作することにより撮影
モードまたは再生モードに設定される。そして撮影モードのときは、ユーザが液晶モニタ
４０に表示されたスルー画像で被写体の構図等を確認し、レリーズボタン２７を半押し操
作するとＡＥ処理が行われて、本撮影に使用される絞り値及び露光時間（シャッタスピー
ド）とＡＦサーチ時の撮影に使用される露光時間等の露光設定値が決定され、次にＡＦ処
理が行われて、本撮影のための合焦位置が決定され、レリーズボタン２７が全押し操作さ
れるとＡＥ処理及びＡＦ処理によって出力されたデータに基づいて本撮影が行われ、この
本撮影によって取得された画像データが、外部記録メディア３８に記録される。
【００６５】
　次に、以上の構成のデジタルカメラ１における合焦位置検出処理を含むＡＦ処理につい
て、図面を参照して詳細に説明する。図２はデジタルカメラ１のＡＦ処理の流れを説明す
るためのフローチャートを示す図である。
【００６６】
　まず、図２に示すように、検知部４５が大気の揺らぎがあるか無いかを検知する（ステ
ップＳ１）。大気の揺らぎがない場合（ステップＳ２；ＮＯ）には、露光時間設定部４６
がＡＦサーチ時の撮影に使用される露光時間をＴ１（＜Ｔ２）に設定して（ステップＳ３
）、合焦位置算出部４４がＡＦ処理部３２に上述したＡＦサーチを実行させる（ステップ
Ｓ５）。ここで露光時間Ｔ１は大気の揺らぎがない場合、すなわち標準時の露光時間であ
り、露光時間Ｔ２は大気の揺らぎがある場合の露光時間であって、露光時間設定部４６に
よって露光時間Ｔ２は露光時間Ｔ１よりも長く設定されている。
【００６７】
　一方、ステップＳ２において、大気の揺らぎがある場合（ステップＳ２；ＹＥＳ）には
、露光時間設定部４６がＡＦサーチ時に使用される露光時間をＴ２（＞Ｔ１）に設定して
（ステップＳ４）、合焦位置算出部４４がＡＦ処理部３２に上述したＡＦサーチを実行さ
せる（ステップＳ５）。
【００６８】
　次に、コントラスト評価値算出部４３が、ＡＦ処理部３２によるＡＦサーチによって取
得された複数の画像データから上述した方法によって各々コントラスト評価値を算出し、
合焦位置算出部４４がＡＦサーチ時の各々のフォーカス位置とコントラスト評価値算出部
４３により算出されたコントラスト評価値から合焦位置を算出して、算出した合焦位置を
ＡＦ処理部３２に出力する（ステップＳ６）。本実施形態の合焦位置検出装置１００は、
図２においてステップＳ１からステップＳ６までの処理を行う。
【００６９】
　次に、ＡＦ処理部３２が、合焦位置算出部４４から出力された合焦位置に基づいて、合
焦設定値（フォーカス駆動量）を決定し、フォーカス駆動量データを出力して、フォーカ
スレンズ駆動部２０ａが、ＡＦ処理部３２から出力されるフォーカス駆動量データに基づ
いてフォーカスレンズ１０ａを合焦位置にステップ駆動する（ステップＳ７）。
【００７０】
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　以上によりデジタルカメラ１はＡＦ処理を行う。本実施形態のデジタルカメラ１の合焦
位置検出装置１００による合焦位置検出方法によれば、大気の揺らぎを検知した場合にＡ
Ｆサーチ時の露光時間を、設定された露光時間すなわち大気の揺らぎを検知していない場
合のＡＦサーチ時の露光時間よりも長く設定しているので、大気の揺らぎが発生した場合
に、取得した複数の画像データにおいて、被写体像は不鮮明になるものの、時間平均化さ
れて被写体像が揺らぎのない像となるため、画像データ間での被写体像の形状差を小さく
することができ、被写体像が揺らぐことによるコントラスト評価値の変動を軽減すること
ができて、より正確に合焦位置を算出することができる。
【００７１】
　なお本実施形態のデジタルカメラ１においては、ＡＦ処理部３２の他に、合焦位置検出
装置１００のコントラスト評価値算出部４３及び合焦位置算出部４４を備えるものとした
が、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、ＡＦ処理部３２を合焦位置検出装置
１００のコントラスト評価値算出部４３及び合焦位置算出部４４として機能させてもよい
。
【００７２】
　また本実施形態のデジタルカメラ１においては、ＡＥ処理部３３の他に、合焦位置検出
装置１００の露光時間設定部４６を備えるものとしたが、本発明はこれに限られるもので
はなく、例えば、ＡＥ処理部３３を合焦位置検出装置１００の露光時間設定部４６として
機能させてもよい。
【００７３】
　次に本発明に係る第２の実施形態として、本発明における第２の実施形態の合焦位置検
出装置１００－２を備えたデジタルカメラ１－２を例に説明する。ここで、図３にデジタ
ルカメラ１－２の機能構成を示すブロック図を示す。なお、第２の実施形態におけるデジ
タルカメラ１－２において、図３のブロック図については、第１の実施形態において説明
した図１のブロック図と同一の構成のものは同じ符号で示して説明を省略し、第１の実施
形態と異なる構成についてのみ説明する。
【００７４】
　図３に示すデジタルカメラ１－２は、合焦位置検出装置１００－２を搭載している。合
焦位置検出装置１００－２は、上述した検知部４５及び露光時間設定部４６に加えて、さ
らに標準コントラスト評価値算出部（標準コントラスト評価値算出手段）４７、第１の合
焦位置算出部（第１の合焦位置算出手段）４８、揺らぎコントラスト評価値算出部（揺ら
ぎコントラスト評価値算出手段）４９及び第２の合焦位置算出部（第２の合焦位置算出手
段）５０を備えている。
【００７５】
　標準コントラスト評価値算出部４７は、フォーカスレンズ１０ａを予め設定された合焦
のための第１のサーチ範囲内で光軸方向に移動させながら、予め設定されたサーチ幅及び
サーチ点数で、かつ露光時間設定部４６によって設定された露光時間Ｔ１で、フォーカス
レンズ１０ａの所定位置毎に段階的にＣＣＤ１３に被写体を撮像させることにより複数の
画像データを取得するＡＦ処理部３２によるＡＦサーチによって取得され、アナログ信号
処理部１４、画像入力コントローラ３１経由でフレームメモリ３６に格納された複数の画
像データから各々コントラスト評価値を算出する。標準コントラスト評価値算出部４７に
よるコントラスト評価値の算出は、ハイパスフィルタやバンドパスフィルタ等を用いて行
う公知の技術を使用することができる。各フィルタの周波数特性を調整することで、コン
トラスト評価値の高低や、横軸を撮影レンズの合焦位置、縦軸をコントラスト評価値とし
てグラフにした評価値カーブにおけるピークの形状を調整することが可能となる。本実施
形態においては、画像データをフィルタリング処理して高周波成分を求め、この高周波成
分の絶対値を積分した値をコントラスト評価値とする。
【００７６】
　第１の合焦位置算出部４８は、各コントラスト評価値の算出元となる画像データを撮像
したときの各々のフォーカス位置と標準コントラスト評価値算出部４７により算出された
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コントラスト評価値とから、第１の合焦位置を算出する。なお本実施形態において第１の
合焦位置は、算出されたコントラスト評価値が最も高いところ、すなわちピーク値を基準
にして算出する。具体的には、第１の合焦位置は、コントラスト評価値が最大となる合焦
位置とその前後の複数点の合焦位置、及び各合焦位置に対応するコントラスト評価値に基
づき補間演算にてコントラスト評価値のピーク値に対応する合焦位置を算出する。
【００７７】
　揺らぎコントラスト評価値算出部４９は、検知部４５が大気の揺らぎを検知した場合に
、第１の合焦位置算出部４４によって算出された第１の合焦位置を含み、かつ、第１のサ
ーチ範囲よりも狭い第２のサーチ範囲に対して、フォーカスレンズ１０ａを光軸方向に移
動させながら、予め設定されたサーチ幅及びサーチ点数で、かつ露光時間設定部４６によ
って設定された、大気の揺らぎが検知された場合の露光時間Ｔ２で、フォーカスレンズ１
０ａの所定位置毎に段階的にＣＣＤ１３に被写体を撮像させることにより複数の画像デー
タを取得するＡＦ処理部３２によるＡＦサーチによって取得され、アナログ信号処理部１
４、画像入力コントローラ３１経由でフレームメモリ３６に格納された複数の画像データ
から各々コントラスト評価値を算出する。
【００７８】
　第２の合焦位置算出部５０は、揺らぎコントラスト評価値算出部４９により算出された
各コントラスト評価値の算出元となる画像データを撮像したときの各々のフォーカス位置
と揺らぎコントラスト評価値算出部４９により算出されたコントラスト評価値とから、第
２の合焦位置を算出する。なお本実施形態において第２の合焦位置は、算出されたコント
ラスト評価値が最も高いところ、すなわちピーク値を基準にして算出する。具体的には、
第２の合焦位置も第１の合焦位置と同様に、コントラスト評価値が最大となる合焦位置と
その前後の複数点の合焦位置、及び各合焦位置に対応するコントラスト評価値に基づき補
間演算にてコントラスト評価値のピーク値に対応する合焦位置を算出する。
【００７９】
　次に、以上の構成のデジタルカメラ１－２における合焦位置検出処理を含むＡＦ処理に
ついて、図面を参照して詳細に説明する。ここで図４にデジタルカメラ１－２のＡＦ処理
の流れを説明するためのフローチャートを示す図、図５に評価値カーブ及びＡＦサーチ範
囲の一例を示す図をそれぞれ示す。
【００８０】
　まず、図４に示すように、露光時間設定部４６がＡＦサーチ時の撮影に使用される露光
時間をＴ１（＜Ｔ２）に設定し（ステップＳ２１）、ユーザが操作部２６を操作すること
により第１のサーチ範囲を設定する（ステップＳ２２）。ここで露光時間Ｔ１は大気の揺
らぎがない場合、すなわち標準時の露光時間であり、露光時間Ｔ２は大気の揺らぎがある
場合の露光時間であって、露光時間設定部４６によって露光時間Ｔ２は露光時間Ｔ１より
も長く設定されている。なお第１のサーチ範囲は、予めデジタルカメラ１－２に設定され
ている値を使用してもよい。本実施形態においては、図５に示すように、ＩＮＦすなわち
無限遠からＭＯＤすなわち最短撮影距離までの間を第１のサーチ範囲とする。
【００８１】
　次に、第１の合焦位置算出部４８がＡＦ処理部３２に第１のサーチ範囲に対して上述し
たＡＦサーチを実行させる（ステップＳ２３）。なお本実施形態においては、図５に示す
ように、第１のサーチ範囲内で２０回撮像する。標準コントラスト評価値算出部４７が、
ＡＦ処理部３２によるＡＦサーチによって取得された２０個の画像データから上述した方
法によって各々コントラスト評価値を算出し、第１の合焦位置算出部４８がＡＦサーチ時
の各々のフォーカス位置と標準コントラスト評価値算出部４７により算出されたコントラ
スト評価値から第１の合焦位置を算出する（ステップＳ２４）。
【００８２】
　次に、検知部４５が大気の揺らぎがあるか無いかを検知し（ステップＳ２５）、大気の
揺らぎがない場合（ステップＳ２６；ＮＯ）には、第１の合焦位置算出部４８により算出
された第１の合焦位置をＡＦ処理部３２に出力し、ＡＦ処理部３２が、第１の合焦位置算
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出部４８から出力された第１の合焦位置に基づいて、合焦設定値（フォーカス駆動量）を
決定し、フォーカス駆動量データを出力して、フォーカスレンズ駆動部２０ａが、ＡＦ処
理部３２から出力されるフォーカス駆動量データに基づいてフォーカスレンズ１０ａを第
１の合焦位置にステップ駆動する（ステップＳ２７）。
【００８３】
　一方、大気の揺らぎがある場合（ステップＳ２６；ＹＥＳ）には、露光時間設定部４６
がＡＦサーチ時の撮影に使用される露光時間をＴ２（＞Ｔ１）に設定し（ステップＳ２８
）、ユーザが操作部２６を操作することにより第２のサーチ範囲を設定する（ステップＳ
２９）。ここで露光時間設定部４６によって露光時間Ｔ２は露光時間Ｔ１よりも長く設定
される。なお第２のサーチ範囲は、予めデジタルカメラ１－２に設定されている複数の値
からユーザが操作部２６を操作することにより選択可能にしてもよい。第２のサーチ範囲
は、第２の合焦位置を算出するために複数の評価値が必要であることを考慮して、第１の
合焦位置を含み、かつ前後の評価値を含む範囲で設定するものとし、本実施形態において
は、図５に示すように、第２のサーチ範囲の中心を第１の合焦位置とする。具体的には、
第１の合焦位置を基準として前後２点の評価値、つまり５点の評価値が取得できるように
設定する。
【００８４】
　次に、第２の合焦位置算出部５０がＡＦ処理部３２に第２のサーチ範囲に対して上述し
たＡＦサーチを実行させる（ステップＳ３０）。なお本実施形態においては、図５に示す
ように、第２のサーチ範囲内で５回撮像する。揺らぎコントラスト評価値算出部４９が、
ＡＦ処理部３２によるＡＦサーチによって取得された５個の画像データから上述した方法
によって各々コントラスト評価値を算出し、第２の合焦位置算出部５０がＡＦサーチ時の
各々のフォーカス位置と揺らぎコントラスト評価値算出部４９により算出されたコントラ
スト評価値から第２の合焦位置を算出して（ステップＳ３１）、第２の合焦位置算出部５
０により算出された第２の合焦位置をＡＦ処理部３２に出力する。そしてＡＦ処理部３２
が、第２の合焦位置算出部５０から出力された第２の合焦位置に基づいて、合焦設定値（
フォーカス駆動量）を決定し、フォーカス駆動量データを出力して、フォーカスレンズ駆
動部２０ａが、ＡＦ処理部３２から出力されるフォーカス駆動量データに基づいてフォー
カスレンズ１０ａを第２の合焦位置にステップ駆動する（ステップＳ３２）。以上により
デジタルカメラ１－２はＡＦ処理を行う。
【００８５】
　本実施形態のデジタルカメラ１－２の合焦位置検出装置１００－２による合焦位置検出
方法によれば、大気の揺らぎを検知した場合に、大気の揺らぎを検知していない場合より
も長い露光時間Ｔ２を設定してＡＦサーチを実行している。ここで図６に露光時間の設定
を説明するための図を示す。
【００８６】
　大気の揺らぎを検知しない場合の露光時間Ｔ１＝ｔ／４ｍｓ、大気の揺らぎを検知した
場合の露光時間Ｔ２を大気の揺らぎを検知しない場合の露光時間Ｔ１の４倍すなわち露光
時間Ｔ２＝ｔｍｓとした場合、通常、露光時間が長くなると１回の撮像に要する時間が長
くなるため、ＡＦサーチ全体に要する時間も増加してしまう。例えば、第１のサーチ範囲
内でのサーチ点数Ｎ１＝２０回、大気の揺らぎを検知しない場合の露光時間Ｔ１＝５ｍｓ
及び大気の揺らぎを検知した場合の露光時間Ｔ２＝２０ｍｓとすると、露光時間Ｔ１の場
合は、サーチに要する時間がＴ１×２０＝５×２０＝１００ｍｓとなり、露光時間Ｔ２の
場合は、サーチに要する時間がＴ２×２０＝２０×２０＝４００ｍｓとなる。
【００８７】
　本実施形態のデジタルカメラ１－２においては、一度、大気の揺らぎのない場合の露光
時間Ｔ１で第１のサーチ範囲に対してＡＦサーチを実行し、第１の合焦位置を算出した後
で、検知部４５が大気の揺らぎの検知を行い、大気の揺らぎがあると検知された場合にの
み、露光時間を大気の揺らぎのある場合の露光時間Ｔ２に設定して、第１の合焦位置を含
み、かつ第１のサーチ範囲よりも狭い第２のサーチ範囲に対してＡＦサーチを実行し、第
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２の合焦位置を算出する。なお実施形態においては、第１のサーチ範囲に対するＡＦサー
チと第２のサーチ範囲に対するＡＦサーチとは、隣り合うサーチ点数の間隔すなわちサー
チ幅は同じ幅とする。
【００８８】
　すなわち、図６に示すように、第２のサーチ範囲内でのサーチ点数Ｎ２を５回とすると
、大気の揺らぎがあると検知された場合に、第２のサーチ範囲内でのＡＦサーチに要する
時間はＴ２×５＝２０×５＝１００ｍｓとなり、第１のサーチ範囲内でのＡＦサーチに要
する時間１００ｍｓと合わせると２００ｍｓになって、この２００ｍｓは、大気の揺らぎ
があると検知された場合に第１のサーチ範囲に対して露光時間Ｔ２でＡＦサーチを行った
ときにＡＦサーチに要する時間である４００ｍｓよりも短い時間となる。
【００８９】
　従って、本実施形態のデジタルカメラ１－２の合焦位置検出装置１００－２による合焦
位置検出方法によれば、大気の揺らぎを検知した場合のみに、再度ＡＦサーチを行うこと
になり、不要なＡＦサーチを行わないことによりＡＦサーチに要する時間を低減すること
ができる。つまり、大気の揺らぎを検知した場合にＡＦサーチ時の露光時間を、設定され
た露光時間すなわち大気の揺らぎを検知していない場合のＡＦサーチ時の露光時間よりも
長く設定したことで生じるＡＦサーチの長時間化を抑制することができる。
【００９０】
　なお本実施形態においては、第１のサーチ範囲に対するＡＦサーチと第２のサーチ範囲
に対するＡＦサーチとは、隣り合うサーチ点数の間隔すなわちサーチ幅は同じ幅としたが
、本発明はこれに限られるものではなく、サーチ幅を異なる幅としてもよい。ここで図７
にサーチ幅を異なる幅としたときの評価値カーブ及びＡＦサーチ範囲の一例を示す図を示
す。なお第１のサーチ範囲、第１のサーチ範囲内におけるサーチ点数、サーチ幅及び第２
のサーチ範囲は上述した実施形態の図６に示す値と同様である。
【００９１】
　図７に示すように、第２のサーチ範囲におけるサーチ幅を第１のサーチ幅よりも短く設
定し、かつ、第２のサーチ範囲におけるサーチ点数を上述した実施形態よりも多い９回と
すると、大気の揺らぎがあると検知された場合に、第２のサーチ範囲内でのＡＦサーチに
要する時間はＴ２×９＝２０×９＝１８０ｍｓとなり、第１のサーチ範囲内でのＡＦサー
チに要する時間１００ｍｓと合わせると２８０ｍｓになって、この２８０ｍｓは、大気の
揺らぎがあると検知された場合に第１のサーチ範囲に対して露光時間Ｔ２でＡＦサーチを
行ったときにサーチに要する時間である４００ｍｓよりも短い時間となる。
【００９２】
　従って、大気の揺らぎを検知した場合のＡＦサーチ時の露光時間を、設定された露光時
間すなわち大気の揺らぎを検知していない場合のＡＦサーチ時の露光時間よりも長く設定
したことで生じるＡＦサーチの長時間化を抑制することができ、さらに、サーチ幅を短く
することによりサーチ点数を多くすることができるので、大気の揺らぎを検知した場合の
第２のサーチ範囲でのコントラスト評価値を多く算出できて、コントラスト評価値のピー
ク値に対応する合焦位置をより正確に検出することができる。
【００９３】
　次に本発明に係る第３の実施形態として、本発明における第３の実施形態の合焦位置検
出装置１００－３を備えたデジタルカメラ１－３を例に説明する。ここで、図８にデジタ
ルカメラ１－３の機能構成を示すブロック図を示す。なお、第３の実施形態におけるデジ
タルカメラ１－３において、図８のブロック図については、第１の実施形態において説明
した図１のブロック図と同一の構成のものは同じ符号で示して説明を省略し、第１の実施
形態と異なる構成についてのみ説明する。
【００９４】
　図８に示すデジタルカメラ１－２は、合焦位置検出装置１００－３を搭載している。合
焦位置検出装置１００－３は、上述した検知部４５は備えておらず、上述した露光時間設
定部４６に加えて、さらに第１のコントラスト評価値算出部（第１のコントラスト評価値



(18) JP 2020-8886 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

算出手段）５１、第１の合焦位置算出部（第１の合焦位置算出手段）５２、第２のコント
ラスト評価値算出部（第２のコントラスト評価値算出手段）５３、時間変動検出部（時間
変動検出手段）５４、判断部（判断手段）５５、第３のコントラスト評価値算出部（第３
のコントラスト評価値算出手段）５６及び第２の合焦位置算出部（第２の合焦位置算出手
段）５７を備えている。
【００９５】
　第１のコントラスト評価値算出部５１は、フォーカスレンズ１０ａを予め設定された合
焦のための第１のサーチ範囲内で光軸方向に移動させながら、予め設定されたサーチ幅及
びサーチ点数で、かつ露光時間設定部４６によって設定された露光時間Ｔ１で、フォーカ
スレンズ１０ａの所定位置毎に段階的にＣＣＤ１３に被写体を撮像させることにより複数
の画像データを取得するＡＦ処理部３２による第１のＡＦサーチによって取得され、アナ
ログ信号処理部１４、画像入力コントローラ３１経由でフレームメモリ３６に格納された
複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する。第１のコントラスト評価値算
出部５１によるコントラスト評価値の算出は、ハイパスフィルタやバンドパスフィルタ等
を用いて行う公知の技術を使用することができる。各フィルタの周波数特性を調整するこ
とで、コントラスト評価値の高低や、横軸を撮影レンズの合焦位置、縦軸をコントラスト
評価値としてグラフにした評価値カーブにおけるピークの形状を調整することが可能とな
る。本実施形態においては、画像データをフィルタリング処理して高周波成分を求め、こ
の高周波成分の絶対値を積分した値をコントラスト評価値とする。
【００９６】
　第１の合焦位置算出部５２は、各コントラスト評価値の算出元となる画像データを撮像
したときの各々のフォーカス位置と第１のコントラスト評価値算出部５１により算出され
たコントラスト評価値とから、第１の合焦位置を算出する。なお本実施形態において第１
の合焦位置は、算出されたコントラスト評価値が最も高いところ、すなわちピーク値を基
準にして算出する。具体的には、第１の合焦位置は、コントラスト評価値が最大となる合
焦位置とその前後の複数点の合焦位置、及び各合焦位置に対応するコントラスト評価値に
基づき補間演算にてコントラスト評価値のピーク値に対応する合焦位置を算出する。
【００９７】
　第２のコントラスト評価値算出部５３は、第１の合焦位置算出部４４によって算出され
た第１の合焦位置において、露光時間設定部４６によって設定された露光時間Ｔ１で、フ
ォーカス位置を変化させずにＣＣＤ１３に被写体を複数回撮像させることにより取得され
、アナログ信号処理部１４、画像入力コントローラ３１経由でフレームメモリ３６に格納
された複数の画像データから各々コントラスト評価値を算出する。なお第２のコントラス
ト評価値算出部５３によって取得されたコントラスト評価値は、後述する時間変動検出部
５４によってコントラスト評価値に変動があるか否かを判断するために使用するので、フ
ォーカス位置を変化させずにＣＣＤ１３に少なくとも２回被写体を撮像させる。
【００９８】
　時間変動検出部５４は、第２のコントラスト評価値算出部５３によって算出された２枚
以上のコントラスト評価値の時間変動を検出するものである。時間変動の検出は、例えば
フォーカス位置を変化させずにＣＣＤ１３に５回被写体を撮像させることにより、第２の
コントラスト評価値算出部５３が５つのコントラスト評価値を算出したとすると、５つの
コントラスト評価値の最大値と最小値の差を検出する。なお本実施形態においては５つの
コントラスト評価値の最大値と最小値の差を検出するものとしたが、本発明はこれに限ら
れるものではなく、例えば標準偏差を検出してもよい。
【００９９】
　判断部５５は、時間変動検出部５４による時間変動の検出結果からコントラスト評価値
における大気の揺らぎの影響の有無を判断するものである。具体的には、時間変動検出部
５４により算出された５つのコントラスト評価値の最大値と最小値の差の値が、予め設定
された閾値よりも大きい場合には、コントラスト評価値が乱れていて大気の揺らぎの影響
があると判断する。なお上記閾値は、予めデジタルカメラ１－３に設定されている閾値を
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使用することもできるし、ユーザが操作部２６によって入力することにより設定すること
もできる。また自動算出することもできる。ここで閾値を自動算出して決定する方法の一
例を説明する。
【０１００】
　上記第１のＡＦサーチにおいて第１のコントラスト評価値算出部５１が算出したコント
ラスト評価値のうち最大コントラスト評価値Ｖｍａｘと、最大コントラスト評価値Ｖｍａ
ｘに対応する合焦位置の前後の合焦位置のコントラスト評価値のうち小さい方を最小コン
トラスト評価値Ｖｍｉｎとして判定閾値Ｔｈｒｅｓを下記式（１）で計算する。
　Ｔｈｒｅｓ＝（Ｖｍａｘ－Ｖｍｉｎ）×Ｋ・・・（１）
　ここでＫは予め設定する閾値調整パラメータであり、経験的に０．０５～０．２の範囲
の値を設定する。
【０１０１】
　Ｖｍａｘ－Ｖｍｉｎは評価値カーブのピーク形状を表すものであり、値が大きければピ
ークが急峻であり、小さければピークが平坦である。一方、合焦位置の算出精度は、Ｖｍ
ａｘやＶｍｉｎの持つ誤差が大きいほど低下する。大気の揺らぎに起因するコントラスト
評価値の誤差がＶｍａｘ－Ｖｍｉｎと比較して小さければ合焦位置精度への影響は小さい
ので、判定閾値をＶｍａｘ－Ｖｍｉｎに比例させる。
【０１０２】
　第３のコントラスト評価値算出部５６は、判断部５５が大気の揺らぎの影響があると判
断した場合に、第１の合焦位置算出部５２によって算出された第１の合焦位置を含み、か
つ、第１のサーチ範囲よりも狭い第２のサーチ範囲に対して、フォーカスレンズ１０ａを
光軸方向に移動させながら、予め設定されたサーチ幅及びサーチ点数で、かつ露光時間設
定部４６によって設定された、大気の揺らぎが検知された場合の露光時間Ｔ２で、フォー
カスレンズ１０ａの所定位置毎に段階的にＣＣＤ１３に被写体を撮像させることにより複
数の画像データを取得するＡＦ処理部３２によるＡＦサーチによって取得され、アナログ
信号処理部１４、画像入力コントローラ３１経由でフレームメモリ３６に格納された複数
の画像データから各々コントラスト評価値を算出する。
【０１０３】
　第２の合焦位置算出部５７は、第３のコントラスト評価値算出部５６により算出された
各コントラスト評価値の算出元となる画像データを撮像したときの各々のフォーカス位置
と第３のコントラスト評価値算出部５６により算出されたコントラスト評価値とから、第
２の合焦位置を算出する。なお本実施形態において第２の合焦位置は、算出されたコント
ラスト評価値が最も高いところ、すなわちピーク値を基準にして算出する。具体的には、
第２の合焦位置も第１の合焦位置と同様に、コントラスト評価値が最大となる合焦位置と
その前後の複数点の合焦位置、及び各合焦位置に対応するコントラスト評価値に基づき補
間演算にてコントラスト評価値のピーク値に対応する合焦位置を算出する。
【０１０４】
　次に、以上の構成のデジタルカメラ１－３における合焦位置検出処理を含むＡＦ処理に
ついて、図面を参照して詳細に説明する。ここで図９にデジタルカメラ１－３のＡＦ処理
の流れを説明するためのフローチャートを示す図を示す。
【０１０５】
　まず、図９に示すように、露光時間設定部４６がＡＦサーチ時の撮影に使用される露光
時間をＴ１（＜Ｔ２）に設定し（ステップＳ４１）、ユーザが操作部２６を操作すること
により第１のサーチ範囲を設定する（ステップＳ４２）。ここで露光時間Ｔ１は大気の揺
らぎがない場合、すなわち標準時の露光時間であり、露光時間Ｔ２は大気の揺らぎがある
場合の露光時間であって、露光時間設定部４６によって露光時間Ｔ２は露光時間Ｔ１より
も長く設定されている。なお第１のサーチ範囲は、予めデジタルカメラ１－３に設定され
ている値を使用してもよい。本実施形態においては、上述した実施形態と同様に、図５に
示すように、ＩＮＦすなわち無限遠からＭＯＤすなわち最短撮影距離までの間を第１のサ
ーチ範囲とする。
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【０１０６】
　次に、第１の合焦位置算出部５２がＡＦ処理部３２に第１のサーチ範囲に対して上述し
たＡＦサーチを実行させる（ステップＳ４３）。なお本実施形態においては、上述した実
施形態と同様に、図５に示すように、第１のサーチ範囲内で２０回撮像する。第１のコン
トラスト評価値算出部５１が、上述した方法によってＡＦ処理部３２によるＡＦサーチに
よって取得された２０個の画像データから各々コントラスト評価値を算出し、第１の合焦
位置算出部５２がＡＦサーチ時の各々のフォーカス位置と第１のコントラスト評価値算出
部５１により算出されたコントラスト評価値から第１の合焦位置を算出する（ステップＳ
４４）。
【０１０７】
　次に、第１の合焦位置算出部５２により算出された第１の合焦位置をＡＦ処理部３２に
出力し、ＡＦ処理部３２が、第１の合焦位置算出部５２から出力された第１の合焦位置に
基づいて、合焦設定値（フォーカス駆動量）を決定し、フォーカス駆動量データを出力し
、フォーカスレンズ駆動部２０ａが、ＡＦ処理部３２から出力されるフォーカス駆動量デ
ータに基づいてフォーカスレンズ１０ａを第１の合焦位置にステップ駆動する（ステップ
Ｓ４５）。
【０１０８】
　次にＡＦ処理部３２が、第１の合焦位置算出部４４によって算出された第１の合焦位置
において、ステップＳ４３のＡＦサーチ時と同じ露光時間Ｔ１で、フォーカス位置を変化
させずにＣＣＤ１３に被写体を複数回撮像させることにより複数の画像データを取得させ
（ステップＳ４６）、第２のコントラスト評価値算出部５３が、取得された複数の画像デ
ータから各々コントラスト評価値を算出する（ステップＳ４７）。
【０１０９】
　次に時間変動検出部５４が、上述した方法により、第２のコントラスト評価値算出部５
３によって算出された複数のコントラスト評価値の時間変動すなわち最大値と最小値の差
を算出し（ステップＳ４８）、判断部５５が、時間変動検出部５４による時間変動の検出
結果から上述した判断方法によってコントラスト評価値における大気の揺らぎの影響の有
無を判断し、大気の揺らぎの影響がない場合（ステップＳ４９；ＮＯ）には、フォーカス
レンズ１０ａを第１の合焦位置に設定したまま処理を終了する。
【０１１０】
　一方、大気の揺らぎの影響がある場合（ステップＳ４９；ＹＥＳ）には、露光時間設定
部４６がＡＦサーチ時の撮影に使用される露光時間をＴ２（＞Ｔ１）に設定し（ステップ
Ｓ５０）、ユーザが操作部２６を操作することにより第２のサーチ範囲を設定する（ステ
ップＳ５１）。ここで露光時間設定部４６によって露光時間Ｔ２は露光時間Ｔ１よりも長
く設定される。なお第２のサーチ範囲は、予めデジタルカメラ１－３に設定されている複
数の値からユーザが操作部２６を操作することにより選択可能にしてもよい。第２のサー
チ範囲は、第２の合焦位置を算出するために複数の評価値が必要であることを考慮して、
第１の合焦位置を含み、かつ前後の評価値を含む範囲で設定するものとし、本実施形態に
おいては、図５に示すように、第２のサーチ範囲の中心を第１の合焦位置とする。具体的
には、第１の合焦位置を基準として前後２点の評価値、つまり５点の評価値が取得できる
ように設定する。
【０１１１】
　次に、第２の合焦位置算出部５７がＡＦ処理部３２に第２のサーチ範囲に対して上述し
たＡＦサーチを実行させる（ステップＳ５２）。なお本実施形態においては、図５に示す
ように、第２のサーチ範囲内で５回撮像する。第３のコントラスト評価値算出部５６が、
上述した方法によってＡＦ処理部３２によるＡＦサーチによって取得された５個の画像デ
ータから各々コントラスト評価値を算出し、第２の合焦位置算出部５７がＡＦサーチ時の
各々のフォーカス位置と第３のコントラスト評価値算出部５６により算出されたコントラ
スト評価値から第２の合焦位置を算出し（ステップＳ５３）、第２の合焦位置算出部５７
により算出された第２の合焦位置をＡＦ処理部３２に出力し、ＡＦ処理部３２が、第２の
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合焦位置算出部５７から出力された第２の合焦位置に基づいて、合焦設定値（フォーカス
駆動量）を決定し、フォーカス駆動量データを出力して、フォーカスレンズ駆動部２０ａ
が、ＡＦ処理部３２から出力されるフォーカス駆動量データに基づいてフォーカスレンズ
１０ａを第２の合焦位置にステップ駆動する（ステップＳ５４）。以上によりデジタルカ
メラ１－３はＡＦ処理を行う。
【０１１２】
　本実施形態のデジタルカメラ１－３においては、一度、大気の揺らぎのない場合の、標
準の露光時間Ｔ１で第１のサーチ範囲に対してＡＦサーチを実行し、第１の合焦位置を算
出した後で、判断部５５が大気の揺らぎの有無の判断を行い、大気の揺らぎの影響がある
と判断された場合にのみ、露光時間を大気の揺らぎのある場合の露光時間Ｔ２に設定して
、第１の合焦位置を含み、かつ第１のサーチ範囲よりも狭い第２のサーチ範囲に対してＡ
Ｆサーチを実行し、第２の合焦位置を算出する。つまり、大気の揺らぎの影響がある場合
にのみ、大気の揺らぎを検知していない、すなわち標準の露光時間Ｔ１よりも長い露光時
間Ｔ２を設定してＡＦサーチを実行しているので、算出したコントラスト評価値に対する
大気の揺らぎの影響がある場合のみに、再度ＡＦサーチを行うことになり、不要なＡＦサ
ーチを行わないことによりＡＦサーチに要する時間を低減することができる。つまり、大
気の揺らぎの影響があると判断した場合のＡＦサーチ時の露光時間を、設定された露光時
間すなわち標準のＡＦサーチ時の露光時間よりも長く設定したことで生じるＡＦサーチの
長時間化を抑制することができる。
【０１１３】
　なお本実施形態においては、第１のサーチ範囲に対するＡＦサーチと第２のサーチ範囲
に対するＡＦサーチとは、隣り合うサーチ点数の間隔すなわちサーチ幅は同じ幅とするが
、上述した実施形態と同様に、図７に示すように、第２のサーチ範囲におけるサーチ幅を
第１のサーチ幅よりも短く設定してもよい。
【０１１４】
　第２のサーチ範囲におけるサーチ幅を第１のサーチ幅よりも短く設定することにより、
大気の揺らぎの影響があると判断した場合のＡＦサーチ時の露光時間を、設定された露光
時間すなわち標準のＡＦサーチ時の露光時間よりも長く設定したことで生じるＡＦサーチ
の長時間化を抑制することができ、さらに、サーチ幅を短くすることによりサーチ点数を
多くすることができるので、大気の揺らぎがあると判断した場合のＡＦサーチ時の露光時
間で撮影された画像データからコントラスト評価値を多く算出できて、コントラスト評価
値のピーク値に対応する合焦位置をより正確に検出することができる。
【０１１５】
　なお、大気の揺らぎ以外でコントラスト評価値を乱す要因としては、被写体が動物体で
あることが考えられる。この場合、被写体の動きによるコントラスト評価値の変動の方が
、大気の揺らぎによるコントラスト評価値の変動よりもはるかに大きいことから、ＡＦサ
ーチを実行する前に動物体の検出を行い、動物体が存在する場合には、露光時間を長くす
る必要はないので、図９のステップＳ４６以降の処理は行わないことが好ましい。
【０１１６】
　本発明の合焦位置検出装置は、上記実施形態に限られるものではなく、発明の趣旨を逸
脱しない限りにおいて適宜変更することができる。
【符号の説明】
【０１１７】
１、１－２、１－３　　デジタルカメラ
１００、１００－２、１００－３　　合焦位置検出装置
１０　　　撮影レンズ
１０ａ　　フォーカスレンズ
１０ｂ　　ズームレンズ
１１　　　絞り
１２　　　シャッタ
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１３　　　ＣＣＤ
１４　　　アナログ信号処理部
１５　　　フラッシュ２０ａ　　フォーカスレンズ駆動部（駆動手段）
２０ｂ　　ズームレンズ駆動部
２１　　　絞り駆動部
２２　　　シャッタ駆動部
２３　　　ＣＣＤ駆動部
２４　　　タイミングジェネレータ
２５　　　フラッシュ制御部
２６　　　操作部
２７　　　レリーズボタン
３０　　　ＣＰＵ
３１　　　画像入力コントローラ
３２　　　ＡＦ処理部
３３　　　ＡＥ処理部
３４　　　ＡＷＢ処理部
３５　　　伸長処理部
３６　　　フレームメモリ
３７　　　メディア制御部
３８　　　外部記録メディア
３９　　　表示制御部
４０　　　液晶モニタ
４１　　　画像信号処理部
４２　　　内部メモリ
４３　　　コントラスト評価値算出部（コントラスト評価値算出手段）
４４　　　合焦位置検出部（合焦位置検出手段）
４５　　　検知部（検知手段）
４６　　　露光時間設定部（露光時間設定手段）
４７　　　標準コントラスト評価値算出部（標準コントラスト評価値算出手段）
４８　　　第１の合焦位置検出部（第１の合焦位置検出手段）
４９　　　揺らぎコントラスト評価値算出部（揺らぎコントラスト評価値算出手段）
５０　　　第２の合焦位置検出部（第２の合焦位置検出手段）
５１　　　第１のコントラスト評価値算出部（第１のコントラスト評価値算出手段）
５２　　　第１の合焦位置検出部（第１の合焦位置検出手段）
５３　　　第２のコントラスト評価値算出部（第２のコントラスト評価値算出手段）
５４　　　時間変動検出部（時間変動検出手段）
５５　　　判断部（判断手段）
５６　　　第３のコントラスト評価値算出部（第３のコントラスト評価値算出手段）
５７　　　第２の合焦位置検出部（第２の合焦位置検出手段）
６０　　　データバス
Ｔ１，Ｔ２　　露光時間
Ｔｈｒｅｓ　　判定閾値
Ｖｍａｘ　　　最大コントラスト評価値
Ｖｍｉｎ　　　最小コントラスト評価値
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